
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例）住民への周知回覧文書 

 

 



○○自治会のみなさんへ 

     

 

○○自治会 

自治会長  ○○○○ 

 

 

災害時住民支え合いマップづくりへの協力のお願い 

 

 

 

日頃、自治会活動へ御協力いただきましてありがとうございます。 

さて今年度、○○自治会では、災害に強いまちづくりを目指し、災害発生時

に高齢者等いわゆる災害弱者に対する安否確認や、迅速な避難支援を行うため

の備えとして、災害時住民支え合いマップづくりに取り組むこととなりました。   

災害時住民支え合いマップは、災害時はもとより地域の高齢者等への見守り

などの地域福祉活動に役立てるもので、○○世帯、○○世帯の方を対象に作成

します。 

 マップの作成にあたっては、個人情報の扱いには十分注意し、地区内の高齢

者等の世帯へ、地区の役員や民生委員等が災害時に支援を必要とするかどうか

のお伺いに行くことがありますので、御協力をお願い致します。 

 

  

 

 

 

問い合わせ先         まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）同意書（同意及び状況調査票） 

 



災害時要援護者調査票 

 

調査年月日（     年   月  日） 

氏 名  生年月日 （  歳） 

住 所  電話番号  

隣組 

(集落、木戸) 
 家族構成  

世帯主  

身体の状況 

介護の必要性   有  無 

日中介助者    有  無 

障がいの種別 

(上肢･下肢･視覚･聴覚･体幹) 

その他（         ） 

緊急時の家族等への連絡先 
 
氏  名          （続柄） 
 
 
電話番号 

【下記の問いにお答え下さい】 

 

問１ 災害時に避難の助けや安否確認をしてくれる人が身近にいますか？ 
 

   □  は い 

   □  いいえ 

    「はい」とお答えいただいた方へお聞きします。 その方はどなたですか？ 

   〔                            〕  

 

問２ 避難勧告が出た場合、避難ができますか？ 
 

   □  避難に何らかの支援が必要 

      必要となる時間帯（ 日中・終日・夜間・その他【        】） 

   □  自力で避難できる 

 

問３ 災害時の救援に役立てるこの調査内容を、○○自治会災害時住民支え合いマップにて 

  自治会内で情報を共有するとともに、完成したマップを大町市社会福祉協議会へ提供し 

  て情報共有することに同意できますか。 

 

   □  同意できない 

   □  同意する  ※同意いただける場合は、以下に署名をお願いします。 

 

                      氏  名            ㊞ 

①この調査の取扱いは、当事者のプライバシーを尊重し、記載内容を絶対に関係機関以外には

出しません。 

②調査に関するお問い合わせは、 ○○○までお願いします。 

 

 



例）マップ完成周知文（隣組単位） 

 

○○自治会○○組のみなさんへ 

     

 

○○自治会 

自治会長  ○○○○ 

 

 

災害時住民支え合いマップ完成のお知らせ 

及び一時集合場所の決定について 

 

 

 

日頃、自治会活動へ御協力いただきましてありがとうございます。 

すでに、ご案内させていただいた「○○自治会災害時住民支え合いマップ」が、

皆様のご協力により完成となりました。完成したマップについては、自治会長

並びに隣組長が管理をしております。今後は、マップを元に地域の防災力を高

めていきたいと考えますので、重ねてご協力お願いいたします。 

 さて、マップ作成により、災害発生時に各隣組単位での一時集合場所が決定

されました。ついては、○○組の皆様へ一時集合場所を以下のとおりご案内さ

せていただきますので、ご確認をお願いいたします。 

 なお、マップにつきましては、毎年１２月頃の自治会役員引継ぎ時に更新作

業を実施いたします。その際は、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

  

○○組 一時集合場所は 

 

○○○○○○○ です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先         まで 

 

 

一時集合場所について 

災害発生時には、行政が指定している場所へ避難所が設営されます。 

しかし、避難所は自分の自治会だけでなく、自治会数箇所が同じ避難所へ避

難します。 

 一時集合場所を決定することで、小単位での早期の安否確認を可能とし、

結果、地域の皆さんの安全な避難を実現するものであります。 


